６　建物・設備の大規模修繕

　(１）大規模修繕工事とは

　　大規模修繕工事とは、「マンションの快適な居住環境と資産価値の維持向上を図るために行う改修工事のうち、大規模なものをいう。」(国土交通省ガイドライン要約)とされており、新築時からの時間の経過により必ず起こる建物・設備の劣化対策や時代に合わせた性能向上のために全てのマンションに必要な工事です。
大規模修繕工事を実施するには、工事の内容、施工会社の選定、資金計画などの検討が必要です。これらを検討して組合員の合意を得ていくには、専門的な知識と2～3年程度の期間が必要ですので、一般的には、理事会の諮問機関として「修繕委員会」を設置します。
「修繕委員会」の設置と併せ、マンションの状態の調査・診断や修繕設計を行うことについて管理組合の総会で承認を得ます。
修繕委員会では工事の必要性、工事の内容、実施時期、費用、施工会社の選定などを検討し、結果を理事会に答申し、その上で総会決議をして、施工会社との契約を行うのが一般的な流れです。
専門的な内容が多いので、外部の専門家(建築事務所、管理会社など)を管理組合のパートナーとして選定し、検討を進めることも有効なものと考えられます。
また、大規模修繕工事は1回ではなく、次の表のように実施していくことになります。

	
	工事の時期
	主な工事

	１回目
	築後
１２～１５年程度
	・屋根防水の補修・修繕
・外壁の補修、塗替え
・玄関ドアやサッシの点検・調整

	２回目
	築後
２４～３０年程度
	・屋根防水の補修・修繕
・外壁の補修、塗替え
・傷んだ金物類の取替、耐用年数を迎えた設備の取替

	３回目
	築後
３６～４５年程度
	・屋根防水の撤去、新設
・外壁塗装の撤去、塗装
・給水管、排水管の取替

	４回目～


　注:この表は大まかな目安です。実際の工事時期、工事内容(エレベーター、機械式駐車場、電灯、通信設備なども含む。)は、マンションの状態を調査・診断して決めていきます。




　（２）工事の発注方式について

　　大規模修繕工事の調査・設計、施工、監理については、管理組合だけで対応することは難しいため、専門家に依頼することが必要になります。

　　工事には次の３つの役割を担う専門家が関わります。
①「調査・設計」　 (建物の状況を確認し、工事の設計図書を策定する。)
②「施工」　　　　 (実際の工事をする。)
③「監理」　　　　 (工事が設計図書の通り行われているか監理する。)

　　代表的な発注方式として、設計事務所等に①調査・設計と③施工監理を任せる「設計監理方式」と、施工会社がそれらも含めて一括して行う「責任施工方式」があります。
　　それぞれに利点欠点と言われるものがあり、管理組合で検討の上選択していくこととなりますが、いずれにしても管理組合が積極的に関わっていくことが重要です。

	[bookmark: _Hlk209473946]発注方式
	設計監理方式
	責任施工方式

	発注内容


	　①「調査・設計」と③「監理」を設計事務所等に発注し、②「施工」は施工会社に発注する方式
　
管理組合との打ち合わせに基づき設計事務所等が設計した工事内容に従って施工会社が工事を行う。
　設計事務所等は工事を監理する。
	①「調査・設計」②「施工」③「監理」のすべてを、工事を行う施工会社に発注する方式

　管理組合は施工会社と直接契約し、工事に関して直接やりとりをする。
　施工会社には管理組合に対する総合的な力量が求められる。

	利点

	· 第三者としてのチェック機能が
働く。(施工会社の工事を専門家
の視点で監理できる。)
・必要な工事を客観的に見極めて工事発注ができる。
	· 初期の段階から施工性に配慮
した工事の検討ができる。
· 管理組合の要望を直接伝えら
れる。
· 監理費用を軽減できる。

	欠点

	· 設計事務所等に支払う費用がか
かる。
・設計事務所等を選定することが必要。施工会社と中立的立場であること(癒着等のないこと)に注意を要する。
	· 施工会社が工事監理を行うこ
とになるので、透明性に欠ける
場合がある。
· 施工会社の力量により品質に
ばらつきが出る恐れがある。




　（３）大規模修繕の部位、修繕周期、工事内容について

　大規模修繕の主な部位と内容を30～31ページの表に示します。
　なお、管理組合として行う工事の範囲は「共用部分」です。一般的には、建物の躯体、屋上、外壁、廊下、階段、エレベーター、パイプスペース、駐車場、管理人室、専用使用部分のバルコニー、外構などが該当します。
　　　ただし、給水管と排水管については、「共用部分」と「専有部分」とに分かれていますが、共用部分と専有部分の配管を同時に工事することが望まれます。


　（４）施工会社の選定について

数多くある施工会社の中から、1社を選定するためには、組合員に選定理由を説明して理解を得られるように、公平性、透明性を保ち、競争原理を働かせて手続きを進めることが求められます。
公募して競争入札する方法や、特定の一社を指名する方法などもありますが、ここでは一般的な見積合わせ方式による手順を示します。

	手順
	内容

	１．施工会社を複数
選定する。

	・マンションを新築した会社、管理会社、設計事務所、管理組合員、他のマンション等からの紹介や推薦または公募によって施工会社の情報を得て、複数社をリストアップする。

	２．見積要項を作成
する。
	・工事の概要や条件を記載したものを作成し、修繕委員会や理事会で確認する。

	３．見積の依頼
	・数社を絞り込み、個別に、見積要項を説明し、現場の状況や竣工図書等を確認してもらって見積を依頼する。

	４．施工会社の内定
	・修繕委員、理事などで施工会社と面接を行い、見積書の内容や提案の説明を受ける。
・金額のみの比較ではなく、施工実績、業務体制、提案内容、工事後の対応、財務状況などの観点から公平に審査して内定する。

	５．総会決議、契約
	・管理組合総会で、これまでの経緯を説明し、施工会社や予算内容について決議する。
・決議後に工事請負契約を締結する。






　（５）工事費について

　工事金額については、最も関心が寄せられるところですが、当然ながら個々の建物の状態、条件により金額が変わるため、見積書の金額が妥当かどうかを判断することは非常に困難です。
見積書の工事内容の知識や金額についての理解を深めるための方法として、以下を参考にしてください。

・複数社からの見積書をとって工事項目ごとの金額と内容を比較する。
　　　(見積書は管理会社の系列以外の会社にも、管理組合から直接依頼する。)
・市販書籍から、工事項目ごとの㎡単価などを調べる。
・見積書の気にかかる箇所について、提出会社に説明してもらう。
　　・設計事務所などの専門家に相談する。

　　<工事費見積書のチェックポイント>
　　　　・「見積要要項(要領)書」に準拠しているか
　　　　・「一式」の内容確認
　　　　・各材料のグレード確認（金額に影響）
　　　　・数量の根拠
　　　　・項目で分からない部位の確認
　　　　・廃材処分費の有無確認
　　　　・仮設工事の安全対策費は内容を確認（工事が終わると残らない）
　　　　・実数清算項目の確認（外壁クラックほか）
　　　　・アスベスト調査費は計上されているか（外壁ほか）
　　　　・工事保証の確認（保証部位・保証事項・保証期間など）
　　　　など。

